　　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市国民健康保険運営上の見通しについて　　　　　　　　　　　　資料３

　１　令和６年度決算状況及び今後の見通し
　　　令和6年度では、令和５年度決算において繰上充用を行ったことや、令和6年度における国保税の急激な上昇を抑えるため、約3億円の一般会計から国保特別会計への法定外繰入を行った。令和８年度以降も標準保険税率に到達を目指して税率を引き上げるとともに、一般会計からの繰入金による支援を受けながら、令和11年度には繰入額が０となるように財政の健全化を目指す。
２　本市国民健康保険の背景
　被保険者数や療養給付費が減少したことなどにより、令和7年度に県へ納める事業費納付金は令和6年度に比べて減少した。
　　　被保険者減少の要因としては、被用者保険の適用拡大のほか、団塊世代の後期高齢者医療への移行がピークを過ぎたことが大きく影響している。被用者保険の適用拡大の影響は、国保被保険者の内、所得のある現役世代が減少し低所得者層が残るという状況を招いている。また、被保険者数の減少などにより、療養給付費総額は減少したものの、1人当たりの給付費は、高齢化の進展による疾病構造の変化や医療の高度化などの影響から増加傾向が続いている。
	区　分
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度
	令和７年度

	① 被保険者数
	14,998人　
	14,535人　
	13,767人　
	12,986人　
	12,576人　

	② 被保険者総所得
	27,339,931千円　
	30,258,224千円　0

	28,564,867千円　
	27,595,250千円　
	28,279,294千円　

	③ 調定額
	1,456,664千円　
	1,529,123千円　
	1,501,131千円　
	1,521,887千円　
	1,613,818千円　

	④ 収納率
	96.70％　0

	96.32％　
	95.49％　
	95.97％　
	―　

	⑤ 事業費納付金
	1,949,210千円　
	2,007,312千円　
	2,122,024千円　
	2,209,883千円　
	2,082,989千円　

	⑥ 一人当たり納付金
	132,639円　
	139,466円　0

	154,430円　0

	167,822円　0

	169,090円　

	⑦ 一人当たり療養給付費
	356,919円　0

	380,436円　0

	405,096円　0

	418,882円　
	―　


　　　※　被保険者数は令和６年度までは各年度３月～2月の年間平均、令和７年度の被保険者数及び所得、調定額は各年度7月の本算定時、事業費納付金は令和６年度までは決算額、令和７年度は本算定額の数値

３　国民健康保険特別会計における現状（令和６年度決算と令和７年度予算の執行について）
1 　令和６年度決算について
　　　　一般会計からの法定外繰入を約3億円行ったが、収納率の上昇などにより、令和６年度決算においては約2,786万円の繰
越金が発生した。このうち、2,386万円を基金に積み立て、今後の赤字補填に活用する。
　　⑵　 令和７年度予算について
　　　　　令和7年度当初予算では、県が示す標準保険料率を目指しつつも国保税の急激な上昇を抑えるため、一般会計からの法定外繰入を3億円とした。
国保の運営は独立採算が原則であるが、令和6年度に一般会計からの法定外繰入を行ったことにより、赤字団体となった。そのため、令和6年度に策定した赤字削減・解消計画に基づき、今後は令和7年度から令和11年度にかけて法定外繰入を０とし、赤字を解消する必要がある。
　
４　本件に要する費用（赤字削減・解消計画について）
　　　国民健康保険特別会計にとっての財源は、国、県、市からの補助金、国保税によるところであるが、国保税の引上げのみでは限界があるため、下記のとおり、一般会計からの支援を受けつつ段階的に税率改定を図り赤字を解消する。

　　　＜赤字補填目的の一般会計繰入額見込＞
	
	令和7年度
	令和８年度
	令和９年度
	令和１０年度
	令和１１年度
	合計

	一般会計法定外繰入額
	300,000千円
	220,000千円
	150,000千円
	80,000千円
	０円
	750,000千円


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和6年度に愛知県を通じて国へ提出した赤字削減・解消計画より
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